
【説明会資料Ｐ３７補足】

◎訪問型サービス併用の可否
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（例１）要支援２の人　 指定介護予防訪問介護相当サービスが１（２）〔３〕回の場合…総合事業訪問型サービスＢは２（１）〔０〕回が限度。
（例２）要支援１の人　

※総合事業訪問型サービスＢの利用回数は、要支援２の人は１週間につき３回、それ以外の人は、１週間につき１回を限度とします。ただし、指定介護予防訪問介護相当サービ
ス又は総合事業訪問型サービスＡを利用する場合は、前述の回数から当該サービスの利用回数を減じて得た回数を限度とします。

総合事業訪問型サービスＡが１回の場合…総合事業訪問型サービスＢは０回（総合事業訪問型サービスＢが１回が限度　ー　総合事業訪問型サービスＡ
が１回）
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